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勧告について 

 

本事故において、同機が飛行中に制御を喪失した状態になったことについては、機

長が同機の操作に必要な知識、技能を有していなかったため、適切な操縦操作が行え

なかった可能性が考えられる。これについて機長は有効な我が国の技能証明を有して

いたが、我が国の技能証明は、型式限定を必要としない航空機については、等級限定

を満たしていればそれぞれの航空機の特性に関わりなく、保有する資格に応じた業務

範囲で操縦を行う特権を与えている。 

このため、運輸安全委員会は、本事故調査において判明した事項を踏まえ、航空の

安全を図るため、国土交通大臣に対して、運輸安全委員会設置法第２６条の規定に基

づき、以下の施策を講じるよう勧告する。 

 

国土交通省航空局は、操縦士が技能証明において型式限定を必要としない航空機を

操縦する場合であっても、経験したことのない型式の航空機を操縦するにあたっては、 

当該航空機を操縦するために必要な知識及び技能を確実に獲得した上で行うよう操縦

士に対して指導すること。 


